
 

 

 

 

 

 

 

 

やってみませんか？ふるさと納税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民税を年間 10万円以上納税している方 

 

500円 

          

☎ 047-407-4030  

  税理士法人フロイデ 
奏の杜ビュロー●習志野市奏の杜 1-3-11 

http://www.freuden.or.jp 

参加お申込み・お問い合わせは、平川まで 

日時 

内容 

平成２８年５月１４日（土） 

10：00～11：30（受付９：５０開始） 

ふるさと納税セミナー 
ふるさと納税をするにはどうすれば良いか？ 

よく知らないまま寄付すると、後で「こんなはずじゃなかったのに」 

ということになりかねません。今回のセミナーでは、制度の仕組みや誤

解しやすい点、特例、確定申告・・・など、わかりやすくご説明します。 

●ふるさと納税のメリットはナニ？ 

●還付を受けるために必要な手続きはナニ？ 

●ふるさと納税上限額ってナニ？ 

対象者 

参加費 

フロイデ 

セミナー情報 


